
（別紙）全国通訳案内士の登録取消し 根拠法令 

 

【参考】通訳案内士法 

（欠格事由） 

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、全国通訳案内士となる資格を有しない。 

一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることが

なくなった日から二年を経過しないもの 

二 第二十五条（第五十七条において準用する場合を含む。）の規定により登録を取り消され、その取消

しの日から二年を経過しない者 

 

（登録の拒否） 

第二十一条 都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請をした者（以下「申請者」という。）

が全国通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により全国通訳案内士の業務を適正に行うこと

ができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければ

ならない。 

２ 都道府県知事は、申請者が前項に規定する国土交通省令で定める者に該当することを理由にその登

録を拒否しようとするときは、あらかじめ、申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都

道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 

 

（登録の取消し等） 

第二十五条 都道府県知事は、全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を

取り消さなければならない。 

一 第四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。 

二 偽りその他不正の手段により全国通訳案内士の登録を受けたことが判明したとき。 

２ 都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十一条第一項に規定する国土交通省令で定める者に該当す

るに至った場合には、その登録を取り消すことができる。 

３ 都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項、第三十一条

又は第三十二条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の

名称の使用の停止を命ずることができる。 

 

（登録証の提示等） 

第二十九条 全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しな

ければならない。 

２ 全国通訳案内士は、その業務を行っている間は、登録証を携帯し、国若しくは地方公共団体の職員又

は通訳案内を受ける者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

 

 

 



（研修） 

第三十条 全国通訳案内士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第三十五

条から第三十七条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者（以下「登録研修機関」という。）が実

施する通訳案内に関する研修（以下「通訳案内研修」という。）を受けなければならない。 

 

（禁止行為） 

第三十一条 全国通訳案内士は、次に掲げる行為をしてはならない。 

一 通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあっせんについて、販売業者その他の関係者

に対し金品を要求すること。 

二 通訳案内を受けることを強要すること。 

三 登録証を他人に貸与すること。 

 

第三十二条 全国通訳案内士は、前条に規定するもののほか、全国通訳案内士の信用又は品位を害する

ような行為をしてはならない。 

 

【参考】通訳案内士法施行規則 

（法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者） 

第十七条 法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務

を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者（現に受けてい

る治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。）とする。 

 


